
 

 

令 和 ６ 年 度 

長野県国民健康保険団体連合会 

定 例 理 事 会 議 事 録 

 

 

 

   1 日 時 

 

   令和６年７月５日(金) 

午後１時 30 分から 

 

 

   ２ 場 所 

 

   長野市西長野加茂北 

          長野県自治会館 ２階大会議室 

 

 

   ３ 出 席 者 

 

    理 事 １６名 

       監 事  ３名 

  （別紙参照） 

 

 

 

 

 

 



   ４ 議 題 

 

     議決事項 

議案第１号 令和５年度長野県国民健康保険団体連合会事業報告 

議案第２号 令和５年度一般会計歳入歳出決算 

議案第３号 令和５年度診療報酬審査支払特別会計(業務勘定) 

歳入歳出決算 

議案第４号 令和５年度診療報酬審査支払特別会計(支払勘定) 

歳入歳出決算 

議案第５号 令和５年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計 

(業務勘定)歳入歳出決算 

議案第６号 令和５年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計 

(支払勘定)歳入歳出決算 

議案第７号 令和５年度介護保険事業特別会計(業務勘定)歳入歳出決算 

議案第８号 令和５年度介護保険事業特別会計(支払勘定)歳入歳出決算 

議案第９号 令和５年度障害者総合支援法関係業務等特別会計 

(業務勘定)歳入歳出決算 

議案第10号 令和５年度障害者総合支援法関係業務等特別会計 

(支払勘定)歳入歳出決算 

議案第11号 令和５年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計 

(業務勘定)歳入歳出決算 

議案第12号 令和５年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計 

(支払勘定)歳入歳出決算 

議案第13号 令和５年度長野県国民健康保険団体連合会財産目録 

議案第14号 診療報酬審査支払規則の一部改正 

議案第15号 公費負担医療費審査支払規則の一部改正 

議案第16号 退職者医療共同事業拠出金規則の廃止 

議案第17号 国民健康保険保険者事務電算共同処理事業規則の一部改正 

議案第18号 令和６年度一般会計歳入歳出補正予算（第２回） 

議案第19号 令和６年度診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入歳出 

補正予算（第１回） 

議案第20号 令和６年度診療報酬審査支払特別会計（支払勘定）歳入歳出 

補正予算（第１回） 

議案第21号 令和６年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計 

（業務勘定）歳入歳出補正予算（第１回） 

議案第22号 令和６年度介護保険事業特別会計（業務勘定）歳入歳出 

補正予算（第１回） 

議案第23号 令和６年度障害者総合支援法関係業務等特別会計（業務勘定） 

歳入歳出補正予算（第１回） 



議案第24号 令和６年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計（業務勘定） 

歳入歳出補正予算（第１回） 

議案第25号 通常総会の招集について 

 

５ 議 事 内 容 

 

 

 

 

 

 

開   会     午後１時 25 分 

 

 

    開     会 事務局 

 

    理事長あいさつ 理事長 

                別紙のとおり 

 

    定 足 数 報 告 事務局 

 本会規約第 32 条による定足数を報告いたします。 

現員理事数     16 名 

出席理事数     10 名 

書面表決理事数  ６ 名（規約第 35 条） 

  代理出席者数   ２ 名 

従いまして、本日の理事会は成立いたしました。 

 

    議 長 選 任 事務局 

 続いて議長の選任でございますが、理事会の議長は、

本会規約第 41 条の規定により、理事長が議事を主宰

することとなっておりますので、理事長にお願いいた

します。 

議    長 

規約の規定によりまして、しばらくの間、議長を務めさせていただきますので、ご協

力をお願いいたします。 

議事に先立ちまして、議事録の署名人を、慣例に従いまして議長から指名させていた

だきます｡ 

 



山 形 村 長     本庄 利昭 様 

千 曲 市 長     小川 修一 様 

 

のお二人にお願いをいたします。 

 

議    長 

それでは、これより議事に入ります。 

始めに、本冊の１頁 議案第 1 号 「令和５年度 長野県国保連合会事業報告」から、

（別冊）の議案第 13 号「令和５年度 長野県国保連合会財産目録｣までを、一括議題と

します｡ 

事務局から説明願います｡ 

 

事 務 局 

 

 議案第１号 令和５度長野県国民健康保険団体連合会事業報告 

≪ 説  明 ≫   事務局 議案書により説明 

 

 

 議案第２号 令和５年度一般会計歳入歳出決算 

 議案第３号 令和５年度診療報酬審査支払特別会計(業務勘定)歳入歳出決算 

 議案第４号 令和５年度診療報酬審査支払特別会計(支払勘定)歳入歳出決算 

 議案第５号 令和５年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計(業務勘定)歳

入歳出決算 

 議案第６号 令和５年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計(支払勘定)歳

入歳出決算 

 議案第７号 令和５年度介護保険事業特別会計(業務勘定)歳入歳出決算 

 議案第８号 令和５年度介護保険事業特別会計(支払勘定)歳入歳出決算 

 議案第９号 令和５年度障害者総合支援法関係業務等特別会計(業務勘定)歳入歳出

決算 

 議案第10号 令和５年度障害者総合支援法関係業務等特別会計(支払勘定)歳入歳出

決算 

 議案第11号 令和５年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計(業務勘定)歳入歳出

決算 

 議案第12号 令和５年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計(支払勘定)歳入歳出

決算 

 報告第13号 令和５年度長野県国民健康保険団体連合会財産目録 

       ≪ 説  明 ≫ 事務局 議案書及び資料により説明 

 

 

 

 



≪実費弁償方式の判定結果について≫ 

 国保連合会が行う、手数料を徴収する事務における手数料の額は、実費に見合う額と

されておりまして、剰余の発生の有無を確認する必要がございます。 

 令和５年度決算につきましては、国から示されました判定方式により、剰余が発生し

ていないことを確認しております。 

 なお、判定は公認会計士事務所に委託して行っており、総会終了後に所定の書類を長

野税務署へ提出いたします。 

以上、すべての会計において令和５年度決算額が確定いたしましたので、本年度予算

において、繰越金等の補正を行いたいと考えております。 

 

議    長  

事務局の説明が終わりました｡ 

これにつきましては、６月 25 日に監事による監査が行われておりますので、監査結

果について報告をお願いします。 

 

監  事 

  監事を代表いたしまして、監査報告を申し上げます。 

  国保法第 24 条第３項の規定及び国保連合会規約第 45 条第１項の規定により、令和

５年度の事業実施状況、予算の執行状況及び財産の管理状況等につきまして、令和５

年 11 月 30 日と令和６年６月 25 日に監査をいたしました。 

  その結果、業務運営上においても、また会計面においても、関係書類、諸帳簿等適

正に処理されており、誤りのなかったことを認めましたので、ご報告申し上げます。 

なお、両監査においては、事前に外部監査が実施されており、監査委託先の公認会

計士事務所から、現金出納及び財産管理における処理について問題ないとの報告を受

けておりますので、併せてご報告申し上げます。 

以上、監査報告といたします。 

 

議    長 

ありがとうございました。それでは、議案について、ご質疑、ご意見等ございました

らお願いします。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

議    長 

ご異議ないものと認め､ 議案第１号「令和５年度長野県国保連合会事業報告」から議

案第 13 号「令和５年度長野県国保連合会財産目録｣までを原案どおり決定することとい

たします。 

 次に、本冊 57 頁、議案第 14 号「診療報酬審査支払規則の一部を改正する規則」から、

63 頁 議案第 17 号「国民健康保険保険者事務電算共同処理事業規則の一部を改正する



規則｣までを、一括議題とします｡ 

事務局から説明願います｡ 

 

事 務 局 

 

議案第 14 号 診療報酬審査支払規則の一部改正 

議案第 15 号 公費負担医療費審査支払規則の一部改正 

議案第 16 号 退職者医療共同事業拠出金規則の廃止 

議案第 17 号 国民健康保険保険者事務電算共同処理事業規則の一部改正 

       ≪ 説  明 ≫ 事務局 議案書により説明 

 

議    長 

事務局の説明についてご質疑、ご意見等ありましたらお願いします。 

特にご意見がなければ、原案どおり承認いただくこととしてよろしいでしょうか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

議    長 

ご異議ないものと認め､議案第 14 号「診療報酬審査支払規則の一部を改正する規則」

から議案第 17 号「国民健康保険保険者事務電算共同処理事業規則の一部を改正する規

則｣までを原案どおり決定することといたします。 

次に、本冊 66 頁、議案第 18 号「令和６年度長野県国保連合会一般会計歳入歳出補正

予算（第２回）」から、78 頁 議案第 24 号「令和６年度長野県国保連合会後期高齢者

医療事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出補正予算（第１回）」までを、一括議

題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 

議案第 18 号 令和６年度一般会計歳入歳出補正予算（第２回） 

議案第 19 号 令和６年度診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入歳出補正予算

（第１回） 

議案第 20 号 令和６年度診療報酬審査支払特別会計（支払勘定）歳入歳出補正予算

（第１回） 

議案第 21 号 令和６年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計（業務勘定）

歳入歳出補正予算（第１回） 

議案第 22 号 令和６年度介護保険事業特別会計（業務勘定）歳入歳出補正予算（第

１回） 

議案第 23 号 令和６年度障害者総合支援法関係業務等特別会計（業務勘定）歳入歳

出補正予算（第１回） 



議案第 24 号 令和６年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳

出補正予算（第１回） 

       ≪ 説  明 ≫ 事務局 議案書及び資料により説明 

 

 

 

議    長 

事務局の説明についてご質疑、ご意見等ありましたらお願いします。 

特にご意見がなければ、原案どおり承認いただくこととしてよろしいでしょうか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

議    長 

ご異議ないものと認め、議案第 18 号「令和６年度長野県国保連合会一般会計歳入歳

出補正予算（第２回）」から議案第 24 号「令和６年度長野県国保連合会後期高齢者医

療事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出補正予算（第１回）」までを原案どおり

決定することといたします。次に、本冊 80 頁議案第 25 号「通常総会の招集」を議題と

いたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事 務 局 

議案第 25 号 通常総会の招集について 

≪説  明≫ 事務局 議案書により説明 

 

議    長 

事務局の説明のとおりご承認いただくこととしてよろしいでしょうか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

ご異議ないものと認め、議案第 25 号「通常総会の招集について」を原案どおり決定

し、７月 31 日に通常総会を開催しますので、よろしくお願いいたします。 

以上で、本日予定しておりました議決事項は、全て終了しました。議事録は事務局で

整備のうえ、後日、議事録署名人に署名をお願いすることとします。 

なお、議事録につきましては、「理事会議事録の作成及び公表要領」に基づき、本会

ホームページに掲載させていただきますのでご承知おきください。 

そのほか、事務局から何かありますでしょうか。 

  



事 務 局 

 

その他  

≪ 説  明 ≫ 事務局 

国保情報集約システムからオンライン資格確認システムへの情報連携不備について 

 

議    長 

他にございますでしょうか。それでは、以上をもちまして全て終了いたしました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

閉   会     午後２時 43 分  



（別紙） 

理事長招集あいさつ 

 

皆様、大変暑い中、時間を調整していただき、ご参加いただきまして誠にありがと

うございます。これから理事会が始まりますが、理事・監事の皆様におかれましては、

それぞれの立場で日ごろからご尽力いただきまして、感謝申し上げます。 

国民健康保険事業の運営にあたりましては、幅広い多くの事業を執り行っておりま

すが、事業運営につきましても、格段のご理解、ご協力をいただいておりますことに

対し、この場をお借りし、厚くお礼申し上げます。 

さて、本年３月末をもちまして、新型コロナウイルス感染症に係る医療費公費負担、

専用病床の確保等が終了しました。４月より通常の医療提供体制に完全移行したとこ

ろでございます。 

約４年に渡り、社会全体に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症にご対

応いただきました皆様のご尽力に対しまして敬意と感謝を申し上げます。 

本会を取り巻く情勢としましては、国の「骨太の方針」に基づき、医療のデジタル

化の一つとして、本年 12 月に現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本

とする仕組みに移行してまいります。 

オンライン資格確認等システムの運用などを通じて、マイナンバー制度の運営に携

わっている本会といたしましては、多くの方にマイナ保険証をご利用いただけるよう、

リーフレットの配布やホームページ等で周知し利用促進を行ってまいります。 

さらには、県民の健康寿命の延伸が求められる中、県民医療費は増加傾向にありま

す。その意味では、適正な医療費の執行と保険者の皆様が実施する健康づくりへの支

援を行う本会の役割は益々重要になると考えておりますので、「全国医療情報プラッ

トフォーム」における医療・介護情報基盤の一つである特定健診等データ管理システ

ム等の的確な運用や医療DX推進の重要なインフラである国保総合システムの最適化に

向けた取り組みを確実に実施していく所存でございます。 

次に、今年度からは６年に１度の医療・介護・障害福祉報酬の同時改定による診療

報酬等の請求が開始されました。 

本会の基幹業務であります審査支払業務が支障をきたすことなく実施されるよう的

確に対応してまいります。また、令和３年に厚生労働省、国民健康保険中央会、支払

基金の三者により策定した「審査支払機能に関する改革工程表」に沿って準備も進め

ながら、審査支払業務の充実・高度化を推進してまいりますので、引き続きご理解と

ご協力をお願いいたします。 

本日の理事会は、令和５年度の事業報告及び会計決算、並びに令和６年度予算の補

正などについて、ご審議いただきまして、今月末に開催する予定の通常総会に提案し

て参りたいと考えております。皆様方におかれましては充分なご審議の上、適切なご

決定をお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。 

本日は、よろしくお願いいたします。 

 



 

定例理事会出席者名簿 

R06.7.5 

役 職 名 氏  名 公 職 名 書面参加 備  考 

理 事 長 土 屋 陽 一 上 田 市 長   

副 理 事 長 下 平 喜 隆 豊 丘 村 長   

副 理 事 長 峯 村 勝 盛 飯 綱 町 長   

常 務 理 事 濱 村 圭 一    

理 事 黒 澤  弘 小 海 町 長   

理 事 牛 山 貴 広 原 村 長 ○  

理 事 白 鳥  孝 伊 那 市 長 ○  

理 事 奥 原 秀 一 木 祖 村 長   

理 事 臥 雲 義 尚 松 本 市 長 ○  

理 事 本 庄 利 昭 山 形 村 長   

理 事 丸 山 俊 郎 白 馬 村 長   

理 事 小 川 修 一 千 曲 市 長   

理 事 江 沢 岸 生 飯 山 市 長 ○ 
市民環境課長 

沼田 英俊 

理 事 若 林  透 
医 師 国 保 組 合 

理 事 長 
○  

理 事 花 岡 幸 一 
建 設 国 保 組 合 

理 事 長 
○ 

常務理事 

原 健 

理 事 伊 藤 一 人 
長 野 県 国 保 

直 診 医 師 会 長 
  

監 事 山 村  弘 坂 城 町 長 ―  

監 事 太 田 守 彦 筑 北 村 長 ―  

監 事 宮 下 健 彦 中 川 村 長 ―  

 

 

 



 

 

 

以下この会議の正確を証するため、ここに署名する。 

 

 

 

議長（理事長） 

 

 

上 田 市 長                    印 

 

 

 

議事録署名者 

 

 

山 形 村 長                    印 

 

 

 

 

千 曲 市 長                    印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


